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は じ め に

経営経 済の部分領域 としての環境管理 に関 しては、既 に別稿(注1)で 論 じたの

で、本稿で は企業 における環境保 全のため経営管理 上、必須 の環境 管理原則 と環境

政策 に関 してH.Dyckhoffの 所論 を中心 に論 じることにす る。

1企 業 環 境 管 理 に お け る環 境 管理 の 原 則

本章で は、企業の環境 管理 に関連 して、 自然原則お よび人為原則か ら生 じる制約

条件 に関 して論 じる。

1.1自 然原則 とその制約条件

自然原則 とい うものは、企業管理 に とって長い間取 りヒげ られる ことはなかった。

ただ資源不足問題が緊急の課題 となってお り、産業廃棄物が近隣の住民 を脅かす事

態 をきた してい る所で は、その諸原則は もはや無視 で きない。 しか し製品の生産 と

消費には、例外 な くおびただ しい外 部要 因が結びつ いてい る。 このこ とは市場 にお

ける製品の価格形成 に無 関係 な人 々に とっては二義的 な問題 に過 ぎない。 それがは

っ きりす るの は、特 に石油や石炭の ような有限 なエネルギー源の消費の場合である
。

一方では数億年かかって埋 蔵 された地球の地下資源 は
、わずか数十年、 あるいは数

百年間でほ とん ど利用 し尽 くされて しまうため、 もはや次 に来 る世代 には何 も残 ら

ない ことになる。 また他 方では、化石 エネルギー源 が燃焼 する際、二酸化炭素がそ

の他 の有毒 ガスと共 に不 可避的 に副産物 として発生 し、その大量 に蓄積 された炭酸
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ガ ス は地球 環 境 を急 激 に変 えて しま う こ とに なる。 外 部要 因 は価 格 と して は表 され

ず 、従 って 「エ コロ ジー の真 実 の面 を伝 え てい ない」 の で 、環 境へ の悪 影響 は給付

原価 計 算 の枠 組 み にお い て は単 に外 部 原価 と して 見 な され 、全 く不 問 に付 され て き

た。 こ う した矛 盾 か ら経 済学 とエ コ ロジー との 問 に根 本 的 な葛 藤が 生 じて い る。

この 一:つの概 念 は、 ギ リ シ ャ語 の"oikos"(家 また は財 政)か ら きて い る。 「エ

コ ロ ジー」 の元 々の 意 味 は、 「自然 に 関す る財 政 論 で あ る。 これ を分 析 し理解 す る

た め に は、 有機 物 問の諸 関 係 と依 存性 、 さ らに有機 物 と無機 的 な環境 とのそ れ を知

らね ば な らない。 エ コ ロ ジー は、 そ れ ゆ え しば しば有 機 物 問 の交 互作 用 、 さ らに有

機物 とそれ らの環境 との間 の 交互 作用 で あ る と も考 え られ て い る」(Wittigl993年 、

233頁)。

エ コ シス テ ム は、物 質 が ほ ぼ完 全 に リサ イク ル され 、 また 太陽 エ ネルギ ー が利 用

され、 そ の 余熱 は周 囲 に 与え られ る よ うな、 全 く閉鎖 的 な物 質循 環 にお いて 成立 す

るの で あ る。 この物 質循 環 の完 結性 は、 基本 的 に 一方が そ れ ぞ れ異 な った役 割 を果

たす 三つ の グ ルー プ、 す な わ ち生 産者 、 消 費者 、削 減者(も し くは破壊 者)に よっ

て成 り立 っ てい る。 この 生 産者 の 簡単 な例 は、 太 陽光 の助 け を借 りた光 合成 に よ り

有機 物 質 を造 り出す 緑 色 植物 で あ る。 これ ら植 物 は、 動物 や 間の 食物 連 鎖 にお いて

消 費 され る。 「生 産 」 や 「消 費」 の 際 に生 ず る植 物 や 動 物 の 死骸 の 山 は 、微 生 物 に

よって それ らの基 質(Grundsubstanzen)へ 分 解 され、 そ れが この 「還 元 」 の 後 に

再 び新 た な循 環 の た め の素材 と して植 物 に利 用 され る ように な る(Haber1995)。

人 間の進 化 の 初期 段 階 にあ っ ては 、 人 間 は まだ この よ うな閉鎖 的 なエ コ シス テム

内の 一 部 で あ った が 、 しか し人 間の 脱 エ コ システ ム化 は、遅 くとも工 業 化 の 開始 以

来 、 また将 来 に お い て は地 球 規模 にお け る工業 化 に よっ て さ らに強 化 され た 形 で 、

進 め られ て い るの で あ る。分 業 と密 接 に関 わ る産業 の 地域 的専 門化 傾 向や 大量 生 産、

並 び に 人 口密 集 地 区 な どが成 立 した た め に、 人 間の 生 産 と消 費活 動 にお い て出 され

る廃 棄物 の量 は、地 域 的 に、 また時 間 的 に集 中 して 増 大 してい る。 これ が も とで 発

生 す る公害 を 自力 で処 理 す る力 を 自然 は益 々失 いつ つ あ る。 しか し一一方 で は辺 鄙 な

地域 へ の ゴ ミの 集 積(集 積 化)、 他 方で は大 気 や 河 川へ の 分 散(希 薄化)を 図 る これ

まで の廃 棄物 処 理 関 連 の コ ンセ プ トは、 もはや そ の 限 界 に達 して しまっ てい る。 そ

れ故 に、 消 費 の ため に製 品製 造体 制 は整備 す るが残 留 物 の撤 去 は ただ 自然 にだ け任

せ て お くとい う態 度 は、 もはや 通 用 しな くな った。 む しろ意 識 的 に この 「還 元」 を

経 済学 体 系 に統 括 し、 また経 済 循 環 を廃 棄 の コ ンセ プ トか ら再 利用 の コ ンセ プ トへ

切 り替 える こ とに よ って、 単 に 金銭 的 にで は な く、実 質 的 に もまた 、可 能 なか ぎ り

「循 環経 済 学」 の 方向へ 取 り込 む こ とが 今や必 至 で あ る(Dyckhoff1993)。
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出 典:Dyckhoff1993、S.90/Kirchgeorg1997,S.211

図 表1:.単 純 な 原 材 料 循 環 モ デ ル

図 表1は 以 上 の 考 え を単純 な 円循 環 モ デ ル に よっ て表 した もの で あ る。 この モ デ

ルは 、天 然 資 源 と しての 原料 の採掘 か ら始 ま り、 第… 次 原 料 また は第 .一二次 原 料 を利

用 して製 品 と廃 棄 物 の 生 産、 使 用 、 再利 用 を状 況 に応 じて繰 り返 し、 そ して もはや

利 用 で きな くな っ た残 留物 を 自然へ 帰 す 廃 棄 の過 程 に 至 る までの 原 料 の流 れ を理想

的 な形 で 表 してい る。

生 産 、消 費 、還 元 にはそ れ ぞ れ 変形 過 程 が あ る。 そ れ らは互 い に経 済 実態 間 の相

互作 用 を介 して・・つ な い し幾 つ か の 円循環 に よって結 ば れ てい る。三 つ の継 ぎ目 ま

た は接 点 は 、 製 品 のPOS(pointofsale)、i日 製 品 や 廃 棄 物 の 収 集 また はPOR(

pointofreturn)、 並 び に第 一・次 原 料 また は第二 次 原 料 のPOEま た は再 導 入(point

ofentry,reentryorexit)を 表す 。 最後 の もの は、 また同 時 に 自然 界へ の継 ぎ目で も

あ るが、 その 際 単に 第一一次原 料 の み が イ ンプ ッ ト 〔投 入 〕 と して経 済 シス テ ム に

供給 され るの で は な く(導 入)、 さ らに廃 棄 物 も経 済 シ ス テ ムの ア ウ トプ ッ トと し

て処 理 され る ので あ る(外 転)。

自然 法 則 に従 う以 上、 実 際 に完 全 な 円循 環 を成 す こ とは な い。 物 理学 的法 則 は こ

の原 則 に生物 学 的 認識 ほ どに は対 疏しない 。 つ ま り熱 力学 の 第 ・命 題 と第二 命 題 と

の 問 に は明確 に限 界が 敷 か れて い る。 す なわ ちその 命 題 の ・方 は、 エ ネルギ ー は閉

鎖 システ ム 内で は増 加 す る こ と もな けれ ば減 少 す る こ と もな いが(エ ネルギ ー保 存

の命 題)、 また 他 方 の命 題 で は エ ン トロ ピー は 、つ ま り作 用 能力 の あ る 、す な わ ち

利 用 可 能 なエ ネ ル ギ ー 量は 、 基 本 的 に減 少 す る(エ ン トロ ピー 法 則)と され て い る。

259



国際 経 営 フ オー ラ ムNo.11

全 ての 生命 は高 エ ネルギ ー か ら低 エ ネル ギーへ の変換 の うち にあ る。 す なわ ち生 命

とい う もの は、 低 い エ ン トロ ピー量 の エ ネルギ ー に依 存 して い るの であ る。 む ろん

地球 とい う惑 星 は 閉 鎖 シ ス テ ム で は な い。 そ れ は 太 陽 光 か ら高エ ネ ル ギ ー を受 け

(低エ ン トロ ピー量)、 熱 放 射 に よ り宇 宙 空 間へ 低 エ ネルギ ー を解 放す る偏 エ ン トロ

ピー 量)。 その 際 の エ ネ ルギ ー の 差 し引 きは相 殺 され るが 、 エ ン トロ ピー にお け る

そ れ で は ない。つ ま りエ ン トロ ピー残 高 は、長 期 的視 点 に立 て ば 「経 済成 長 の 限界」

を成 す の であ るが 、 そ の 限 界 は、 む ろ ん現 在実 施 され て い る埋 蔵化 石 エ ネル ギ..._,.の

採 掘 に よっ て… 時 的 に 回避 す る こ とは で きる。 原fカ エ ネルギ ー につ いて は 、 なお

大惨 事 を起 こす危 険性 の ため にそ の 見通 しは全 く立 って い な い。 しか し耐 久性 が あ

り、利 用可 能 で 無 害 なエ ネ ルギ ー技 術 を もつ こ とが で きれ ば(核 融 合?)、 エ ン トロ

ピーの 限 界 を超 えて新 しい地 上にお け るエ ネルギ ー の均 衡 を保 つ こ とが で きる か も

しれ ない が、 そ れ で もお そ ら く深 刻 な気 象異 変 を伴 うこ と もあ る。

地球 はそ の周 辺 の 宇宙 空 問 とほ とん ど取 る に足 りな い量 の物 質 を交換 して い るに

過 ぎない た め、 経 済 と 自然 は世 界 的 視 点 にお い て は(物 質 的 に は ほ ぼ)閉 鎖 シス テ

ム を形 成 して い る。 そ して 自然 を含 むエ ン トロ ピー の 限界 内の 円循 環 は 、 そ こか ら

逃 れ られ ない の で あ る。 これ まで は 自然 自体 の活 動 か ら物 質 的対 象 の主 な供 給 源 あ

るい は埋 蔵 地 と して利 用 す るい わ ゆ る 「貫流経 済 」 が 実践 され て きた。 そ の場 合 問

題 点 は異 な っ た時 間的 デ ィ メ ン シ ョンか ら発 生す る。 す なわ ち産 業革 命 が始 まって

以 来 過 去二 百 年 問で経 済 シ ステ ム はそ の 規模 、 質 、原 動 力 に お いて激 し く変化 して

きたが 、 しか し 自然 は、 進 化 の過 程 で 長 い時 間 をか け、 ほぼ連 続 的 に変 化 して きた

の で あ る。 多 くの地上 の循 環過 程 は何 千 年 、何 万 年 に もわた る ので あ る。 そ れ ゆ え

エ コ ロジー コ ンパ チ ブル 〔互換 性 の あ る〕 な経 済 シス テ ム は、経 済 活動 と 自然 の リ

ア ク シ ョンとの調和 を求 め る もの で あ る。経 済 が 自然 に対 して 不完 全 に順 応 す れ ば、

そ れ に対 す る 自然 の リア ク シ ョンのす さ ま じさは充分 予 想 がつ くの で あ る。

そ れ ゆ え 「持 続 的 な」 自然 管 理 が 求 め られ る よ うに な る の で あ る(sustainable

development;Harborth1993年)。 持 続 性 の基 準 は 二

有 限 な資 源 の採 掘 は、 将 来 、他 の代 替 資 源 に切 り替 わ る まで とす る。

一 回復 可 能 な天然 資 源 の利 用 は、 その 回復 率 以 内 に留 め る こ と。

一 廃 棄 は 自然 の受 容 能力 の範 囲 内 に抑 える こ と。

解 釈 上 の相 違 点 は主 に次 の 点 にあ る。す な わ ち 自然 の 財 産 は どの程 度 まで 手 を加

え られ た 財 産 に 置 き換 え る こ とが 許 され るか とい う こ とで あ る(strongversus

weaksustainability)。 一・致 して い る点 は 、持 続 性 が 何 らエ コ ロ ジー の コ ンセ プ ト

に限 られ た もの で は な く、 同時 に経 済 的、社 会的 視 点 も不 可 欠 な もの と してそ れ に

係 わ っ てお り、 またそ の た め に は さ らに倫理 的、 哲 学 的考 察 も必要 とな る とい うこ
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1.2人 為 原 則 と そ の 制 約 条 件

環境 保 全 とは何 か とい う問 い に対 して、 単に具体 的 な環境 問 題 を 手が か りにす る

ばか りで な く、 もっ と根 本 的 な解 答 を試 み よ う とす る な らば 、 た だ ち にそれ に対 し

て 自然 の カテ ゴ リー以外 に主 観 的 な価 値 基 準 も また重 要な役 割 を果 た してい る こ と

が明 らか に な る。特 に次 の よ うな関連 問 題 に は答 えるべ きで あ ろ う。

一 どの環 境 が 保 全 され ね ば な らないか
。

一一 い った い何 が保 全 すべ き環境 に属 す の で あ ろ うか
。

一 何 か らこの環境 を保 全 しなけれ ば な らな いの か
。

これ らの 問 い に どの よ うに解 答 す るか に よ って、 別 の 問 題が 発 生 す る こ とにな る

か 、 あ る い は 全 く発 生 しな い の で あ る。 す な わ ち、(比 較 的 高 度 に進 化 した)動 物

も また人 間 の よ うな神 の被 造 物 に属 す の で あ ろ うか 。 またそ れ 故 に 人 間の環 境 と共

に動 物 の そ れ も保全 す る必 要が あ るの で あ ろ うか 。 あ る い は全 く人 問中心 の1乞場 が

採 られ る ので あ ろ うか。 環境 の広 が りは、 客 観 的 に、 また空 間 的 ・時 間 的 に どこ ま

で と見 なす べ きか。 そ の環 境 に は地 球上 の 全 て の地 域 が 、 また将 来 の 一切 の 世 代 が

含 まれ るの で あ ろ うか。 「現状 」(statusquo)は 維 非寺しな くて は な らな いの だ ろ うか 。

どの よ うな環 境 の 変 更が 許 され るの であ ろ うか。 い った い それ を誰 れが 決 定 す るの

で あ ろ うか。

も し企 業 の意 思 決 定の 担 い手 が 、 日々の業 務 にお い て繰 り返 し最 初 か らこの よ う

な問 い につ いて 考 え なけ れ ば な らない と した ら、 そ れ は彼 らに とって あ ま りに過 大

な要 求 とい う もの であ る。 それ ゆ え企業 が エ コ ロ ジー基準 に従 う際 に考慮 しな けれ

ば な らない とされ る社 会 的価 値 と大 枠 の 条 件 につ いて は、 か な り妥協 の余 地 が必 要

とな ろ う。 健 全 な(状 況 に よっ て は世 界 的 規 模 で の 「エ コ ロ ジー ・社 会 的」)市 場

経 済 体 制 『ドの企 業競 争 にお い て は 、 わず か な資 源 の 浪費 も避 け られ、 革 新 の力 も発

揮 で きる。 経 済 主体 の利 己主義 は コ ン トロー ル され 、個 人的 な成功 へ の 努 力 は、 万

民 の 利益 に貢 献 す る こ とにな る。 曰 く:「 我 々 は、我 々が 食べ る ため に必 要 な もの

を肉屋 、 八 百屋 、パ ン屋 の好 意 にで は な く、 彼 ら自身の 利益 の追 求 に期 待 す るの で

あ る」(AdamSmith1776年)。 市 場 経 済 シス テム特 有 の 淘 汰 の メカニ ズム にお い て

は、 企業 は 生 き残 りを図 るた め に絶 えず 利 益 の追 求 をせ ざる を得 ないの であ る。 さ

もな くば 企業 は倒 産 し、 倒 産 手続 きを と らね ば な らな くな る。 「企 業 とい う もの は、

環境 保全 賞 を授 与され るた め に で は な く、持 続 的 に利潤 の追 求 を図 るた め に設 立 さ

れ るの であ る」(Saehle/Nork1992年 、80頁)。 こ こでriう ところの 経 済 的倫 理 の一立

場 と は、 「市場 経 済 シ ス テ ム に お け る モ ラ ル の拠 り所 は 制 約 され た 大 綱 に あ る」
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(Homann/Blome-Drees1992、35頁)。 そ の 目的 は、 もはや企 業 自身 の モ ラ ルに頼

らず 、競 争 を万 民福 祉 の た め の 手段 に して しま うこ とに あ る。 そ の ため には、 利潤

の追 求 が そ の まま環 境 に優 しい振 る舞 い とな る よ うな 「競 技 規 則」 をつ くれ ば よい

の であ る。

こ こで 環境 に優 しい振 る舞 い 自体 は利益 を追 求 で きない もので あ ろ うか 、 とい う

逆 の 質 問 もで きるで あ ろ う。 実 際 、環 境 管理 の実践 に 関す る文献 は、 企業 が 原料 と

エ ネ ルギ ー消 費 の収 支 バ ラ ンス を立 て た り、 また環境 監査 を実施 す る こ とに よ り莫

大 な原価 を削 減 した 多数 の例 、 あ るい は環境 に優 しい 製 品 のお か げ で新 しい 市場 を

獲 得 で きた例 を 見出す こ とが で きる。 つ ま り環境 保 全 とい う もの は 、既 存 の経 済 的

弱 点 や エ コ ロ ジー市場 の穴 な どの発 見 に貢 献 す る こ とに な るので あ る。 しか し遅 く

とも一 切 の 弱 点 を取 り除 か れ、競 争が 自 らのエ コ製 品 で行 わ れ る ように な った 時点

で は、 ま さに名実 共 にエ コ ロ ジー の先 駆 けで あ っ た企 業 にお け る経 済 とエ コロ ジー

との 融合 〔Schnittstelle〕 に よって得 られ た無 償 効 果 〔恩 恵od.利 得 〕 は薄 くな って

しま うの で あ る(Gellrich/Karczmarzyk/Pfriem1998年 、30頁 》。 そ れ ゆ えそ れ以 後

の環 境 に優 しい企 業活 動 に掛 か る原価 は、常 に高騰 す る こ とに な る。 なぜ な ら これ

まで外 部 原価 と して 見 な され て い た もの が 、今 後 は 内部 原価 と して算 定 され る こ と

に な るか らで あ る(Dyckhoff1995年 、125頁 》。 内 部 原価 が他 に転 嫁 で きなけ れ ば 、

そ れ は利 益 や 、 またそ れ と関連 して 出資 者へ の配 当金 を削 減 す る こ とにな る。 しか

しこ こで少 な くと も問 われ る こ とは、は た して顧 客 、仕 入先 、労 働 者 、債 権者 、国、

さ らにそ の他 の 社 会 的 な グ ルー プが 、 企業 の環 境 に優 しい行 動 に対 して 費用 を負担

す る用 意が で きて い るか ど うか で あ る。

も しも全 て の市 民 が 、例 え ば 自家 用 車 か ら公 の 交 通手段 へ 乗 り換 える な ど して現

在 よ りも もっ と環 境 に優 しい態 度 を とれ ば、 そ の こ とに よ り個 人 に掛 か る デ メ リ ッ

ト(私的原 価)も 、 公共 の 交通 網 の拡 張 な どの よ りよい環 境(公 共 の 利 益)が もた ら

す よ うな 、場 合 に よって はそ れ以 上 の 一般 的 メ リ ッ トに よって 置 き換 え る こ とが で

きるで あ ろ う。 この よ うな 自発 的 な環境 に優 しい態 度 に対 す る 要請 は、 い わ ゆ る寄

生 的 ジ レ ンマ と呼 ば れ て い る ジ レ ンマ に ぶつ か る。 そ れ はゲ ー ム理 論 の捕 虜 の ジ レ

ンマ を 一一般 化 した もので あ る(Poundstonel992年)。 この ジ レ ンマ は、 全 員 に最 良

な、つ ま り集 団 的 に合理 的 な解 決 策 とそ れ ぞれ 個 人 に最 良 な解 決 策 、す なわ ち個 人

的 に合 理 的 な解 決策 とが バ ラバ ラ にな り崩壊 して しま うこ とに な る。 そ の際 そ の

ゲ ー ムに 前提 され て い る条件 は、 誰 もが 利 己 的 に振 る ま う と同 時 に、誰 もが 直接 他

の 人の態 度 に影響 を 与え る こ と も予測 す る こ ともで きな い とい う こ とで あ る。 この

よ うな条 件下 にお い て もゲー ム の参 加者 を集 団 的 に合 理 的行 動 を採 る ように促 す た

め に は、 ゲ ー ムの規 則 を変 更す る必 要 が あ る ので あ る。 す な わ ちそ れが 大綱 で あ る
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(Homann/Pies1991年)。

環境 が 公 の財 産 で あ る以L-、 す な わ ち どの 人 間 に も環境 を無 料 で利 用 で きる権 利

が あ る限 り、 も し も他 の(ほ ぼ)全 ての 人 間が 環境 に優 しい態 度 を と りなが ら 自分

はそ れ に何 ら貢献 しな けれ ば(便 乗 者)、 そ の個 人 は そ の環 境 か ら よ り多 くの利 益

を得 る こ とで あ ろ う。 個 人が環 境 に 貢献す る に しろ 、 しない に しろ、 そ の 貢献 は重

要 性 を もた ない ほ ど小 さな もの であ る。 に も関 わ らず何 ら私 的利 益の ない 自発 的で

社 会 的行 為 の 例 が あ る、,すなわ ちそ れ は、 と りわけ 歴 史 にお い て拾 得 され 、代 々語

り継 が れて きた行 動 様式(Frank1992年)で あ るか、 あ るい はあ る特 定 の集 団活 動 効

果 と して説 明 で きる よ うな例 で あ る。 また これ らの例 は、 もっ ぱ らそ こで の 人の 行

動 が 全 て ガ ラ ス張 りであ る よ うな密接 な社 会 関係 を結 ぶ 小 さ くて均 質 な グル ー プ に

お け るそ れで あ る。 しか しこの よ うな前提 条件 は、 現 在 の よ うな 巨大 な匿 名社 会 に

お い て は あ り得 な い こ とで あ る。 日常 的 な経験 や経 験 科 学 的 な研 究 か らす れ ば、 多

数 の 市民 は、 金 さえ掛 か らな け れば 自発 的 に環 境 に優 しい 行動 を とる準備 が で きて

い る こ とは明 白で あ る(lowcost-Hypothese;Dzekmann1998年)。 た とえ人 々が そ れ

ぞ れ か な りの個 人 的 な不利 益 を被 る覚 悟 が で きて い る に して も、 彼 らは実 際 にす ば

ら しい環 境 効 果 を期 待 して 、他 の 人 々 も また そ れ を 共 にす る こ とを確 か め よ う とす

るで あ ろ う。

あ る グルー プが 社 会 の全 ての構成 員 にあ る特 定 の 行動 を とる よ うに指 導 す るた め

には、 直接 的 かつ 間接 的 な 手が か りが あ る。す な わ ちそ れ は禁1Lや 戒律 の 形 式 を採

った規 則 で あ り、 並 び に外 部か らの 、 また は 内部 か らの 刺激 で あ る。 この戒 律 の例

と して は、 自家 用 車 に触 媒 コ ンバ ー タを取 り付 け る義務 付 けや 、環 境 税 に よ る ガ ソ

リンの値 上 げが あ る。 全 て の規 則 と経 済 システ ム上 の 刺激 の全 体 が 車に対 す る大 枠

の規 則 で あ る。 そ れ は一一一般 法 、 法 、 規 制 に よ って 規 定 され るが 、 しか し不 文 律(例

え ば 、 「営 業 マ ンのIE直 な態 度」)に よっ て も規 定 され るの で あ る。 大枠 の規 則 は 、

共 同体 にお け る全 て の経 済 に とって、 契 約 の保 証 を し、無 政 府状 態 を避 け るた め に

も不 可欠 の もので あ り、全 ての 社 会 の一 般 的規 範 や 倫理 に取 り人れ られ てい るの で

あ る。

ドイ ツで環 境 保 全 は1994年 に国 家 目標 と して基 本法(憲 法)に 取 り入 れ られ た

(20条a):「 国 も将 来 の 世代 に対 す る責 任 か ら、 憲法 に 基 づ く 、r.法に よる規 定 の

枠 内 で 、 また行 政 と司 法 に よる法 と裁 判 に よっ て 、 自然 の環 境 基 盤 を保 護 す る。」

公 的 環 境 政 策 は 特 定 の 行 動 原 則 か ら 導 き 出 さ れ る 。 先 ず 第 一一・に 汚 染 者 負 担

(Verursacher)の 原 則 で あ る。 環 境 保 全 の た め の 原 価 は;1∫能 な 限 り汚 染 者

(Schaiger)に 課 せ られ る。 責任 を負 うべ き汚 染 者 を特 定 で きない 廃 棄 物 の場 合 は、

補 足 的 に共 同負担 の 原則 が 適用 され る。 農 業 に よる地 ド水 の 汚 染 や 国際 的 環境 問題
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と言 った特 別 な場 合 は受益 者 の 原則(Nutzniesserprinzip)が 適 用 され る。 この原 則 で

は(潜 在 的)汚 染者 は経 済 的補 償 に よ りそ の 汚 染行 為 が 防止 され る こ とに な る。 国

の環 境 政 策 は適切 な用 具 を選択 す る こ とで具 体 化 され る。 そ の 用具 に は、 助 成 金 、

公 共 施 設 の使 用 料 、商 業 価値 の あ る大 気 汚 染 の検 定 証 や損 害 補 償義 務 規 則 に関 す る

法 規 定 か ら、 任 意 の 自己 責 任 や 業 界協 定 と言 っ た形 の 「道 徳 的 説 得 」 まで あ る

(Weimann1996;Rennings他1997)。1971年 の連 邦 政府 に よ る環 境 計画 以 来、 依然

と して 法律 、 政令 、施 行規 則 とい っ た多 数 の法 規 定が 主流 であ る(1993年 連邦 環境

庁 の報 告 に よれ ば環 境 関連 規 定 の数 は総 計約9000)。 ご く最近 は、法 規 に記 載 す る

方 法 は勧 告(Anreize)に 比べ 少 な い(Kloepferl996)。 例 えば、 環境 責 任 法 で は過 失

責 任 の 代 りに危 機 を 引 き起 こす 責 任(eineGefahrungs-anste】leeinerVerschulden-

shaftung)を 導 入 し、 義 務 違 反 の 際 の 汚 染 事故 にお け る 立証責 任 を実 質 上 改 め た。

「除去 の 前 に活 用 、 活 用 の 前 に防止 」 とい う優 先 基 準 や 製 造 者 責任 が 要 求 され る な

か で 、循 環 経 済法 や廃 棄 物 法 に はそ の他 、図 表1の よ うな材料 循 環 製 造 の概 念 が 表

され て い る。将 来 、 乱立 す る環境 関連 の規 則 を統 一 的、 簡 潔 な 「環境 法 」 に よ り共

通 の体 系 的基 盤 を作 ろ う として い る。

民 主 主義 にお け る市 場 経 済秩 序 の 危 険性 は、 一方 で は生 産性 、効 率 、 質 、革 新 性

を顧 慮 した(勢)力 の 自由 な発展 を促 進 す る ため に競 争へ の 介 入 を出 来 る だ け少 な

く しよ う と し、他 方 で は社 会正義 、 環境 保 全 とい った社 会 目標 の意 味 か らそ の競 争

に関与 し、 必 要 な場 合 には規 制 し、 競争 を させ ない で が ん じが らめ の 「社 会 的 ネ ッ

ト」 で競 争 を叩 き潰 そ う とす る ところ にあ る。 この よ うな危 険 な綱 渡 りは結 果 と し

て 大綱 規 範 に必然 的 欠陥 を もた らす 。 部分 的 に は経 済活 動 の 不都 合 な結 果(例 えば

ア スベ ス ト、 フロ ン、CO2)や あ るい は驚 くほ どダ イナ ミッ クな発 展(例 え ば遺 伝

子 学)に つ いて の知 識 の不 足 が そ れ で あ る。大 綱 規 範 の適 応 が 不 可欠 と認 め られ る

場 合 です ら、 これ に は経 費(業 務行 為 費)が かか り、 そ れで な くと も強力 な利 益 団

体 の 軋礫 が 大 綱規 範 の適 用 を妨 げ る。特 に将 来 の世 代 にな って 初め て有益 で、現 世

代 の 殆 どの社 会 人 に は ご く僅 か しか 利益 が 無 く、 しか も少 数 の グルー プが 大 々的 な

不 利 益 を蒙 らなけ れ ば な らな い よ うな変 吏は 、議 会 民 主制 で はほ とん ど達 成 不可 能

で あ る。 大 綱 規範 が 常 に完 全無 欠 で 有 りえ ない 主 な理 由 はそ こ にあ る。 グロ ーバ リ

ゼ ー シ ョ ンの 時 代 に あ っ て 、 多 くの 環 境 問 題 は 国 際 的 見 解 の 調 整 が 必 要 で

(Weimann1996)、 そ れ に よ り国家 的環 境 政 策 の行 動 枠 が打 ち壊 され て しま うこ と

が 問 題 をい っそ う激 化 させ て い る。

この よ うな背景 の も とで 企業 経営 の道 徳 的動 機 づ け に関す る 占い 認識 は相 対化 さ

れ な けれ ば な らない。 大綱 規 範 が 機 能 を発揮 しな い場 合 は、 純粋 に経 済 的動 機 を持

つ 企 業 の行 動 は もはや 必ず しも倫 理 に基 づ く必要 もない 。す な わち 、暗 示 的 「最 大
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利 潤 を追 求す る行 動 に対 す る倫 理 的正 当性 の推 察 」 は疑 問視 され る。 北 海 にお け る

油 田開 発(61plattformBrentSpar)計 画 の消 滅 が典 型 的 に示 して い る よ うに 、企

業 経 営 に は道 徳 的 な要 求 との 明確 な論議 が期 待 され る。 「古 典 的 概 念 にお け る大 綱

規範 に委 譲 され る経 済 行 為 の正 当性 責 任(Legitimationsverantwortung}は 大 綱 規 範

に 欠 陥が あ る場 合 は企 業 に帰 す る」(Homann/Blome-Dreesl992126頁;少 し異 な

る企 業倫 理 の 見地 と して はSteinmann/Loehr1996お よびUlrich1996参 照;環 境 保

全 と経 済 倫 理 の 関係 を 一般 的 に扱 っ た もの と して はSteinmann/Wagnerl998参

照)。 企業 経 営 の枠 内 で の正 当性 責任 の 遂 行 は規 範 階層 の 課題 で あ る(別 稿 参 照) 。

特 に ここで は環 境 保 全 を考 慮 した 企業 政 策 の 方 向づ け が 決 め られ なけ れ ば な らな い

(注3)。

2企 業 の 環 境 政 策 に お け る基 本 的 行 動

St.Gallerの 統 合 的 経営 管理 概 念 は、特 に経 営 管 理 者 に 「コ ンテ クス トと状 況 に

応 じた問 題 の理 解 の仕 方 を伝 え、解 決 方 法 を示 す 」 た め に、 関 連大 綱 をそ れ に適 合

した行動 パ ター ン と共 に述 べ て い る(Bleicher19961章12頁 以 下 同 じく1章13頁

参 照)。 企 業 の ビ ジ ョンか ら出発 し、 規 範 的 階 層 は企 業 の 統 合 目標 や 企 業 が 生 き残

り、発 展 す る力 を確 保 す るため に方 向づ け られ る原 則 や 規範 に取 組 み、 そ して 、 そ

の 原則 や規 範 が総 体 的 に後 続 の戦 略 的 経 営 管 理 の た め の 経 営 規模(Fuhrungsgroesse)

と しての 正 当な価 値 観 を決 め て い る。 規範 的経 営 の制 度hの 担 い 手は企 業 の 「政 策

システ ム」 の構 成 員、特 に企業 憲 章 に定 め られ て い る 人達 で あ る
。 規 範 的経 営 が 支

持 され て い るか は企 業文化 が刻 み 込 まれ た企 業 の全 従 業 員 の適 切 な行動 を見 れ ばわ

か る。 規 範 的経 営 の 活動 内容 が 企業 政 策 で あ る。 企 業 政 策 に は企業 的使 命 を表 わす

指 導 原 理 の 定 式 化 お よ び 関 連 グ ル ー プ の た め の 効 果 ポ テ ン シ ャ ル

(Nutenpotentialen)の 開発 を 目指 す 行 動 すべ てが 含 まれ る。 効 果 ポ テ ンシ ャル は、

全 部 の あ るい は特 定 の、 有意 義 と認 め られ た、経 済 界 自体 を含 む社 会 の グル ー プ に

関連 した 企 業の 目的 を定義 す る。 す なわ ち、効 用 ポ テ ンシ ャル は企 業 の従 業 員 に意

識(Sinn)と 個 人 の ア イデ ンテ ィテ ィを伝 え る。 規 範 的 経営 は 基礎 的 に働 きか け、 そ

こか ら導 き出 され る企業 行 動 に正 当性 を与 え るべ き もの で あ る。

統 合 的経 営 管 理 のSt.Gallerの 概 念(Bleicherに よ る1996)で は 関係 グル ー プ

(Bezugsgruppe)と 要 求 グルー プ(Anspruchsgruppe)の 概 念 の 間 に区別 は ない 。 要

求 グ ルー プあ るい は利[T関 係 者(Stakeholder)を 「企 業 目的 の行 使 に よ り影 響 を

与 え る、 も し くは与 え られ る グル ー プ また は個 人 」 と理 解 す る な らば(Freeman

198446頁)、 一 利 害 関係 者の要 求が 上述 の効 果 ポ テ ン シャル とい う意 味 での 企 業 目

的 を無制 限 に表 わす こ とが 必ず し も自明 だ とは言 え な い。 そ れ を決 定 す るのが ま さ
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に規 範 的 経営 の主 課 題 で あ る。 そ う考 えれ ば、 企 業 の要 求 グ ルー プの 中 に、 そ の要

求 が 企業 目的 を高 め る よ うな関連 グ ルー プ と称 す る もの も入 る。

企 業 の環 境 管理 を一・般 企 業経 営 に組 み入 れ る と、 企 業 の環 境 政策 とは、 自然 環境

の保 護 に関連 す る全 て の面 か らみ た企業 政 策 で あ る と表現 され る こ とに な る。 どの

価 値 観 が 規 範 的経 営 の枠 で認 め られ、 どの使 命 が 定式 化 され 、 どの 関 連 グルー プの

ため に効 果 ポテ ンシ ャルが 開発 され るか に よ り、 企 業の環 境 政 策 はそ れ ぞれ に応 じ

て異 なっ て くる(注4)。

2.1企 業 の 環 境 政 策 に お け る 基 本 的 行 動

前述 した市場 経 済 にお け る企 業 の役 割 か ら、原 則 と して 企業 行動 に は二段 階 の正

当性 構造 が 生 じる(Legitimationsstruktur)。

1.経 済秩 序 の正 当性(→ 秩 序 政 策)

2.企 業 行 動 の正 当性(→ 企業 政 策)

環境 保 全 に関 し大綱 規範 が 高 い水 準 を満 た し、 ほ とん ど理 想 的 であ るな らば、体

制 に川頁応 した す な わ ち合 法 的 行 動 は規 則 的 、 道 徳 的 に な され 、 した が っ て 正 当

(legitim)で もあ る(正 当性=合 法 性)(Legitimat=Legalitat>。 環 境 指 向 の行 動 は法

律 を遵 守 して行 われ なけ れ ばな らない 。す な わ ち、 大綱 規 範 を考 慮 しな けれ ば な ら

ない。 そ して 、 その 行動 は永 続 的 な利 益 を 目指 す 努力 と抵 触 す る もの で は ない こ と

が わ か る。

無論 、大綱 規 範 は今 日完 全 な こ とは稀 で、多か れ 少 なか れ 大 きな欠陥 が 見 られ る。

秩 序 政 策 的 な意 識 が希 薄 に な って い る こ とや 経 済 の 国際化 が 大 きな原 因で あ る。 合

法 的 行動 は もは や必 ず し も道 徳 的 とは言 え ない(正 当性 ≠合 法 性)。 経 営 管 理 の負

担 を軽 減 す るた め にそ れ で も企業 は、(公 的 な立場 以外 に)利 益 を最 大 化 す る行 為

の倫 理 的正 当性 を予 測 す る こ とを通常 の 出発 点 とす る こ とが で きる。 経 済 的 目標 と

道 徳 的要求 の 間で 明 らか に対 立が 生 じて い る場 合 、正 当責 任 はや は り再 び企業 に帰

す る。

非 合法(違 法)な 行動 は全 く正 当 で は ない とい う前提 か ら出発 す るな らば、行 動

の合 法性 と正 当性 に関 して企業 の環境 政 策 は三 つ の基 本 的 行動 に区 別で きる。

■ 犯 罪 的:違 法 、 か つ不 当

■ 防御 的(消 極 的):合 法(だ が不 当 な こ と もあ る)

■攻 撃 的(積 極 的):合 法 、か つ正 当

犯 罪 的 お よ び防御 的環 境 政 策 は こ こで は簡 単 に触 れ る。 もちろ ん、 この両 者 は、

現 実 に多 く見 られ る企 業 の行 動 を もっ と も容易 に説 明 で きるの で無 視 して は な らな

V、(..5)。
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2.2犯 罪 的 環 境 政 策

犯 罪 的 とは、違 法(で 、 そ れ ゆ え不 当)な 行動 に照 準 を合 わせ た(意 識 的)シ ス

テ ム違 反 の 企 業 政 策 の こ とで あ る。 ドイ ツ連 邦 共和 国 にお い て1995年 に警 察 の 犯

罪 統 計 には約36,000件 の環 境 犯 罪 行 為 が記 載 され て お り、 そ の うち環 境破 壊 的廃 棄

物処 理 が25.000件 で 最近 で は この 最 も高 い 割合 と上 昇率 を示 して い る
。危 惧 しな け

れ ば な らない の は、 この発 覚 した 犯罪 行 為 は未 発 覚 な環 境 違 法 行 為 の氷 山の 一 角 を

表 わ して い る の に過 ぎな い とい う こ とで あ る。 発 覚 した犯 罪 行 為 の 大部 分 は解 明 さ

れ ず 、 ま た解 明 され た 不 法 行 為 の 全 て が 罰 せ られ る わ け で は な い
。1978年 か ら

1982年 の 問 に環境 義 務 違 反が 発 覚 し、解 明 され、制裁 を加 え られ た確 率 は、軽 犯 で、

5%か ら50%ま で 、 重犯で4%か ら12%ま で とみ られ て い る
。 そ の際 課 せ られ た制

裁 額 はお よそ90%が3000マ ル ク以 下 となっ て いる(Terhartl986) 。 この よ うな制

裁 の確 率や 制 裁 額が 低 い場 合 、 た いて い予 想 され る制 裁 額 の 方が 環境 義務 遵 守 にか

か る 費用 よ りも明 らか に少 な い。 危 険 を怖 れ る 決断 者 で す ら
、 この 費 用計 算 か らは

義 務 違 反 をす るの が 最 善 で あ る と考 え るで あ ろ う(Terhartl986) 。 企 業 の 首脳 陣

が 環境 違 反 行 為 を犯す のが何 故 小 規模 の無 名 の企業 で あ るか の説 明が これ でつ くと

言え る だ ろ う。 世 間で 「日 立つ 」 大規模 の 企 業 に とって 、 明確 な解 明 や法 的 制 裁 が

な されず に先 に偶 発 的 な環境 違 反 行為 が 発覚 す る と、 深 刻 な イ メー ジ損 失 に繋が り

(さ ら し もの 効 果(Pranfgerwirkung))、 その 喪 失 した経 済 成 果 は 回避 した環 境 コ

ス トに比 べ て は るか に ヒ回 るはず で あ る。 そ の他 、最 近 、 多 くの法 規 の 変 更 は 予想

され るべ き制 裁 費用 を引 き上 げ る こ とに な り(こ こで は特 に危 機 責任 か ら くる立 証

責 任 の 転換(UmkehrderBeweislast))、 また経 営 首脳 陣 中 の特 定 の 一人 が個 人 的

に環境 保 全 規 定遵 守 に対 す る責任 を負 わす こ とを定 め よ う と して い る(注6)
。

2,3防 衛 的 環 境 政 策

以 上 の よ うな展 開 に基 づ く合法 的 企 業行 動 も また ・般 的で あ る。 この よ うな シス

テ ムに順 応 した行 動 は普 通 そ れ を越 えて道 徳 的 に正 当化 され る。防衛 的 企業 政 策 は、

企業 に付 与され た道 徳 的 要求 が 高 め られ る と、 法へ の忠 誠 と利 潤 追 求 が また さ らに
一一つ の 企 業行 動 の 基準 を作 り 上げ る のが特 徴 で あ る

。 ステ イ クホル ダーか ら出 され

る道 徳 的 要求 は 防衛 的政 策の 場 合 は基 本 的 に無 視 され るが(だ ち ょう政 策(Vogel -

Strauss-Politik))、 そ の 要求 が 正 当 で あ る と思 わ れ る時 の み 、行 動 の 合 法性 が 問 わ

れず 、 利潤 の追 求が 本 質 的 に損 なわ れ な い限 り、 防 御 され る(注7)。

267



国際経営 フオーラムNoユ1

3.攻 撃 的 環 境 政 策

企業が、積極的 に、合法性 を越 えて意識的 に、環境政策 を実施す る場合 、これ を

攻撃 的環境政策 とい う。 そのためには、環境保全 を顧慮 した関連 グループの効果ポ

テ ンシャルと適切 な行動原理 を確 立しなければな らない。

3,1攻 撃 的 環 境 政 策 に お け る諸 原 則 と関 連 グル ー プ

攻 撃 的環境 政策 とは、持 続 的経 済 へ の 企 業 の ビ ジ ョンを前提 と して い な けれ ば な

らず 、環 境 指 向 で拡 張 され た 企業構 造 と経 済 的 に 方向づ け られ た 企業 文化 とを合 わ

せ 持 って い な けれ ば な らない(Dyllick/Hummell997)。 持続 的発 展経 済 とは、 「将

来 の世 代 が そ の欲 求 を満 たす こ とが で きない よ うな リス ク を負 わず に、現 在 の欲 求

を満 たす ような発 展」 で あ る と定 義 され る(Hauffl98746頁)。 相 互 に補 い合 う持

続 性 を 得 る た め の 出 発 点 は 、 節 度 の あ る 欲 求 で 我 慢 す る こ と(不 足 が な い こ と

(Suffizienz))、 資 源 の 生 産性 を高 め る こ とに よっ て 自然 の 浪費 を避 け る こ と(エ コ

効 率(6eko-Effizienz))お よび 生 態系 と共存 で きる根 源 的 革新 に よ り新 しい 産業 開発

の 道 を開 くこ とで あ る。持 続 的経 済 の概 念 は無 論 、 今 の と ころ決 して企業 経 営 に無

比 の模 範像 を 与え る もの で はな く、 単 に グロー バ ル な原 則 を示 す もので あ る。 そ こ

で は 以 下 の 三 つ の 基 本 原 則 が 革 新 的 要 素 と して 明 示 さ れ て い る(Meffert/

Kirchgeorg1998)o

一 循 環 の原 則:こ れ は材 料 循環 経 済 の概 念 に結 びつ く。 図表1に そ の理想 的 なモ

デ ルが 表 わ され て お り、移 行 には なお広 範 囲 な技 術 の 進 歩が 必要 で あ る。

一一 責 任 の 原則:つ は工業 先 進 国 と発 展 途上 国 間 の富 の格 差 が焦 点 で(同 世代 間

の公 平(intragenerativeGerechtigkeit))、 も う一一・つ は将 来 の世 代 の需 要 に対 す る配

慮 を求 め てい る(世 代相 互 間の 公 平(intergenerativeGerechtigkeit))。

一 協 力 の 原則:地 域 や グ ロー バ ルな環境 問題 にはすべ て の関係 者 が 同 じ行動 様 式

で接 す る必 要 が あ る こ と を明 らか に してい る。 外 か らの影響 で市 場 経 済 の 「刺激 と

寄 与 のバ ラ ンス」CAnreiz/Beitrags-Gleichgewichte')が 生 じな い と して も、 ま

たそ うい う時 こそ必 要 で あ る とす る。

積 極 的 企業 政 策 で は、 企業 はその 正 当責 任 を殊 に現 在 や 未来 の 企 業 に課 せ られ た

道 徳 的 要 求 を認 識 す るた め に古 い情 報 シ ステ ム(Fruhinformationssysteme)を 整 備

す る こ と に よ り、負 う よ うにな るの は明 らか で あ る。批 判 的 な 要求 グ ルー プ との対

話 を通 じて企業 経 営 は道 徳 的 論拠 や道 徳 的 討 論へ の道 を開 く。 図 表2は 、 い ろい ろ

な利 害 関 係 者 を、 二 様 に示 され る二 特 徴 を基 に して、 大 まか に類 型化 した もの で あ

る。 方 に は、環 境 指 向 の影 響 ポテ ンシ ャルで 、一一つ の判 断 が表 わ され て い る。 そ

の判 断 は 、そ の 時 々の ス テ イ クホ ル ダー のエ コ ロ ジー関 連 の根 拠 や 、彼 らが 自由 に
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利用 す る影響 手段 を も とに して い る。 も う… 方 、協 力体 制 は、 その 時 々の利 害 関 係

者 の力 を実 際 に組 み入 れ た動 機 づ け に基 づ い て い る。 そ の結 果 と して生 じる4タ イ

プ は適用 例 の 中で必 要 のあ る場 合 に は状 況 や 問題 の特 徴 や 企 業 に関連 して 更 に具 体

化 され る(国 とい う利 害 関 係 者 が 連 邦 、 州 、 市 町 村 に細 分 化 され る)。 そ の他 、

色 々 腰 求 グ ルー 燗 の絡 み が 分 析 され ・ 注 意 が は らわ れ て い る(G。ener/Zapf

1998)。 規 範 的経 営 階 層 に とっ て本 質 的 な こ とは さ しあ た り、 企 業 に持 ち 込 まれ た

要 求 に どの程 度 まで独 自の 事柄 と して説 明 で きるか とい う点 だ け であ る
。 個 々 の利

害 関係 者 と どの よ うに付 き合 っ てい くか とい う問題 は、 戦略 レベ ル以 前 の こ とが ら

で あ る(注8)。

経 済 指 向 の影響 可 能性
( レ

低い 高い

協

力

体

制

▲

高 い

低 い

▼

タイプA「 支持 」 タイ プB「 混 合 賛成」

・従 業 員

・組 合

・供 給 者

・持 分所 有 者'投 資 者

・経 営管 理

・顧 客

・銀 行

・保 険

タイプC「 境 界 」 タイプD「 不 支持 」

・広告/同 業者

・近隣者

・学問研究/学 校

・メ デ ィア

・国

・特 殊 利 益 団 体

出 典:Groener/Zapf1998、S .55(Dyckhoff修 正)

図 表2:重 要 な ス テ イ ク ホ ル ダー の 環 境 関 連 類 型

3.2企 業 の倫 理 的 意 思 決 定 プ ロ セ ス

市場経 済の大綱規範の論理 に従えば、攻撃 的環境 政策 の場合 です ら、持続的適性

利潤 追求が私企業の 日常業務 の中心である。環境指 向の古い情報 システムや批判的

な要 求 グルー プとの対 話はそれゆえ、 「利潤 を最大限 に求め る行為が倫理的 に公正

であ るとい う推測」 は もはや通用 しない とい うことを遅 きに失せず認識す るこ とに

役立つ。 そ うす ると、周知の道徳的要求がいか にアクテ ィブに(場 合 によっては し

か し反動 的 に)、 受 入れ られているか を明 らかにす る必要があ る。 そのため には以

下の企業倫理的 な意思決定 のプロセスが提案 される(Homann/Blome -Drees1992 ,
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156頁 以 下)。

1.道 徳 的正 当性 の 試験:こ の助 け に な るの は中心 的倫 理 基 本 原則 と して の 「普 遍

性 」 で あ る。(海 洋 で の油 田基 地 の 沈 没 の よ うな単 に当該 企業 だ け に対 す る要 請 と

い っ た もの で な く)、 要求 を一 般 規 範 に まで 高 め る優 れ た根 拠 が あ るだ ろ うか?規

範 に まで 高 め られ た要求 を広 く遵 守 す る こ とで 、 エ コロ ジー 的、社 会 的 、且 つ 、経

済 的 に どん な結 果 を もた らす の だ ろ うか?こ の 試験 が 否 定 的 な結 果 に な っ た な ら

ば、 要求 は退 け られ て差 し支 え ない 。 そ うで な い場 合 は次 の段 階 と して

2.大 綱 規 範 に よ る正 当性 の試 験:道 徳 的 に み て正 当 な要 求(例;石 油 消 費 の ネガ

テ ィブ な結果 か ら自然 を ま もる こ と)が 、外 部原価(externeKosten)に 転 化 しよ

う とす る 「社 会 の慣 行」 に よ りす で に十 分 支 配 され て い るか(例:化 石燃 料 の使 用

に課 す 十分 高 く見積 も られ た エ コ税)。 この試 験 が ポ ジテ ィブ な結 果 にな っ た な ら、

そ の要 求 は 同様 に拒 否 され て差 し支 え ない。 そ うで ない場 合 は最終段 階 に進 む 。

3.状 況 分析 と正 当 な行動 可能性 の選 択:結 論 と して は、 企 業 の 目的や 当該 利 害 関

係 者 の 目的 に対 す る要 求 は、統 合 的 環境 管 理構 想 の意 味 で、 関 連 グルー プ に説 明 さ

れ な けれ ば な らない。 目的 をか な え るに は、 図 表 に記 した状 況 的 行動 規 範 が提 案 さ

れ る。

図 表3は4つ の 行 動 範 囲 を そ れ に 分 類 さ れ る 行 動 規 範 と 共 に 示 し て い る

(Homann/Blome-Dreesl992131頁 以 下)。 四分 表 の1と 皿は ア ダ ム ・ス ミス に よ

る市 場 経済 の論 理 的基 礎 を組 み 入 れ た、経 済 と道 徳が 両立す る古 典 的 な ケー ス を表

わ して い る。 ポ ジテ ィブ な両 立性 で は、 経 済性 とエ コ ロジー の 目標 が 同時 に実現 さ

れ る。 積 極 的 な環 境 政 策 は 、競 争 で新 しい チ ャ ンス を生 む。 この こ とは少 な くと も

環 境 運動 初 期 の 多 くの環境 パ イオニ アの場 合 に当 て は まっ た。 そ れ に対 して ネガ テ

ィブ な両 立性 の場 合 に は経 済 的 な展 望 だ けで も う市 場 に溢 れ 出 しやす いの で 、 そ こ

か ら環 境 目的 との衝 突 が生 じる 可能 性 が ない。 利潤 追 求 と道 徳 的許 容性 が ば らば ら

に なっ て い る四 分表 のHとIV「 で は、衝 突 が起 きる可 能性 が あ る。 道 徳 的 な衝 突 の ケ

ー スで は 、 利 潤 追 求 に よ り正 当 な道 徳 的 要 求 が 低 く見 られ る状 況 が 論 じ られ る。

「道徳 的革 新」 に よる競 争 指 向 の行 動 に よ り、 企業 は まず 四分 表 の1に 到 達 す る よ う

に努 め るべ きで あ る。 そ の場 合 、 企業 が この位 置 に達 す る まで一・時 的 に道 徳 的 許容

性 に席 を譲 って経 済 的損 失 を我慢 す るか どうか 、す なわ ち 、四 分 表IVに つ い て(生

産 的)同 り道 をす る か を検討 しな けれ ば な らない。 ポ ジテ ィブ な両 立 性 は競 争 指 向

の行 動 に よっ て は不可 能 で あ る と実 証 され る な らば 、そ れ は道 徳 的 あ る い は経 済 的

衝 突 ケー スか ら発 して い る の で あ ろ う。 したが って秩 序 政 策 的 な項 目だ けが 残 る。

企 業 が で きる限 りの 範 囲 で大 綱 規 範 の変 更 に 直接 働 きか け る(政 治 的 ロ ビー活 動 、
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団 体 政 策)か 、 あ る い は 競 争 者 と協 力 して 共 同 の 自 主 的 拘 束 関 係(koll
ektive

Selbstbindung)を 結 ぶ や り方(業 界協 定)で 、 大綱 規 範 に お け る 欠 陥 を除去 す る

こ.とに よ り、 そ の企 業 の 行動 自身 だ け で な く、競 争 者 すべ て の 行動 が 変 え られ るの

で あ る・ 糊 す べ て の行 動 規 範 が 目標1こなる の は、 蝶 は 自 らのすべ ての 製 品 も活

動 も四分 表 の1の で き るだ け 「北 剰 に位 置す る こ とで あ る.そ れ に結 びつ く効 ♪月

ポ テ ン シャル を実 際 に開発 で きる よ うにす るた め に は
、 行動 規範 を具 体化 で きる よ

うな適切 な戦 略 が必 要 で あ る(注9)。

1

(経済的)採 算性
く

低い 高い レ

道 ▲

聾
性 ▼

高い

低い

経済的摩擦 ポ ジテ ィブな両立性

秩序政策 競争

N 1

皿 II

市場 競争及び/ま たは秩序政策

ネガテ ィブな両立性 道徳的摩擦

出 典:H・mann/Bl・me-Drees1992133頁 ・141頁 に 基 づ く

図 表3:攻 撃 的 企 業 政 策 の 行 動 範 囲 と行 動 規 範

お わ りに

本稿で は、企業 における環境管理の原則、企業環境政策の基本姿勢お よび積極 的

環境政 策に関 してDyckhoffの 見解 を紹介 した。企業の戦略的環境管理お よび戦術

的 ・オペ レーテ ィブな環境管理に関 しては別稿 に譲 りたい。

脚 注:

(1)拙 稿 「経 営 経 済 学 の 一・領 域 と し て の 環 境 管 理 ～H .Dyckhoffの 所 論 を 中 心 と し て

～ 」 商 学 論 纂(中 央 大 学)第41巻 第5号

{2)Dyckhoff,H..Umweltmanagement,SpringersHandbuchder

Betriebswirtschaftslehre ,(hrsg.)Berndt,R/Altc}belli

C.F./Schuster,F.Heidelberg1998/99 ,S.11f.

{3}Dyckhoff,H.:a.a.0.S.15f.

(4)Dyckhoff,H:a.a.0.S19f

(5}Dyckhoff,H.:a.a.C).S.20
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(6)Dyckhoff,H.:a.a.0.S.21

(7)Ebenda.

{S)Dyckhoff,H.:a.a.0.S.22f.

(9)Dyckhoff,H.:a.a.o.S.23f.
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